
 

●行動計画 

１ 計画期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

２ 行動計画の内容 

①  年次有給休暇の取得を促進する。 

②  所定外労働削減のための措置を実施する。 

③  男性社員の育児休業取得を推奨する。 

④  育児支援関連制度の拡充を行う。 

●行動計画の取組内容 

① ７～10月を有給休暇連続取得推進期間（５日以上）として社員に周知し、連

続休暇を促した。また、有給休暇取得推奨日を設定し、社内通知文書及び社内

会議等で取得を呼びかけた。 

② ノー残業デーの継続的な実施を行うとともに、強化月間を設けてポスター等

でメリハリをつけた勤務を呼びかけた。また、早急に対応する必要がある義務

等を除き、20時以降の時間外勤務を原則禁止し、所定外労働の削減に努めた。 

③ 期間内の男性社員１人以上の取得を目標とし、対象社員へ情報提供を行うこ

とにより男性社員の育児休業取得を推奨した。 

④ 育児短時間勤務等の対象範囲を拡大するとともに、子の看護のための特別休

暇の対象範囲を拡大した。 

●その他の両立支援の取組 

 ① 小学４年生以下の子を養育している社員の短時間勤務を可能にしている。 

    また、小学６年生以下の子を養育している社員はフレックス勤務を可能とし

ている。 

② 保育所、託児所、ベビーシッターの費用を補助している。 

帝石パイプライン株式会社 

子育てサポート企業として認定 

―次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」マークを取得－ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

帝石パイプライン株式会社 

所 在 地：柏崎市 

事業内容：天然ガスパイプラインの保守管理 

労働者数：約１８０人 
  


